
   

 

試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査 

に係る今後の進め方について 
 

平成２８年２月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 原子力規制庁は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原

子炉等規制法」という。）の改正に伴い制定した新規制基準への適合性を確認するた

め、原子炉設置変更許可及び保安規定変更認可の申請がなされている試験研究用等原

子炉施設（以下「試験研究炉」という。）の審査を実施しているところ。 

 

 

今後、原子炉設置変更許可の審査が進捗している試験研究炉の設計及び工事の方法

の認可（以下「設工認」という。）の申請が見込まれることから、これら審査等を次

のように進めることとしてはどうか。 

 

１．原子炉設置変更許可について 

 原子炉設置変更許可に係る新規制基準への適合性審査を引き続き実施し、審査書案

が取りまとまった時点で原子力規制委員会において審議する。その上で、原子炉等規

制法に基づく文部科学大臣及び原子力委員会への意見聴取を行う。 

 

２．保安規定変更認可について 

 保安規定変更認可の申請がなされたものに対しては、原子炉設置変更許可に係る審

査と併行して審査を進めつつ、「試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の

審査基準」に基づき、認可の判断を行う。 

 

３．設工認及び使用前検査について 

 今後の申請が見込まれる設工認については、原子炉設置変更が許可された場合は、

申請内容の設置変更許可との整合性、品質管理の方法等を含めた技術上の基準への適

合性について審査し、認可の判断を行うとともに、申請に基づき使用前検査を行う。

設工認及び使用前検査の対応方針については、別紙 1のとおりとする。 

 

４．上記審査に係る意見募集について 

試験研究炉の新規制基準適合性審査に係る科学的・技術的意見の募集については、

別紙 2のとおりとする。 
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